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１ 本工事は、中間技術検査の対象工事とする。 
 
２ 中間技術検査は、公共構造物の品質向上を図るため、工事完成
時に不可視となる部分や施工上重要な段階等において、施工中に
検査を行うものである。 

 
３ 請負人は、中間技術検査の実施に際して、検査員及び監督員の
指示に従わなければならない。 

 
４ 中間技術検査は、支払を伴うものではない。 
 
５ 現場代理人及び主任(監理)技術者は、中間技術検査に立ち会わ

なければならない。 
 


